
市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　それに伴い、ご家庭で飾らなく
なり不要となったこいのぼりを
集めています。
※ 連絡をいただければ、担当者が

自宅まで取りにお伺いします。
受付期限　４月10日（日）
※ 詳しくは、亀山サンシャインパー

クホームページをご覧ください。
URL http://kameyama-sp.com

　亀山サンシャインパークでは、
４月23日（土）～５月31日（火）に、
同公園の高塚池上空にたくさん
のこいのぼりを掲揚するイベン
トを行います。

不要になった「こいのぼり」
お譲りいただけませんか？
亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（尾﨑　☎080－1608－1545） ３月31日（木）

３月の納期
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税… 第９期
後期高齢者医療保険料… 第９期
市税などの納付は便利で確実な
口座振替をお勧めします。

環境
コラム

COP21 で「パリ協定」が採択！
国際的な取り組みで地球温暖化防止へ

そもそも「COP21」ってなに？

「パリ協定」で決まったことは？（一部抜粋・概要）

わたしたちの目標は？

　第 21 回気候変動枠組条約締結国会議の略称で、昨年（平
成 27 年）11 月 30 日から 12 月 13 日にかけて、フランス
のパリで開催されました。
　平成 26 年の IPCC（気候変動に関する政府間パネル）
の第５次調査報告書によると、このままの状態で温室効
果ガスが排出され続ければ、2100 年（約 80 年後）の地
球上の温度は４℃程度上昇するなど温暖化が進み、地球
上への影響やリスク（右記参照）が報告されています。
　COP21 では、この調査報告書などに鑑み、2020 年以降
の地球温暖化対策の新たな国際的な枠組みについて話し
合われ、「パリ協定」が採択されました。

○ 産業革命以前に比べて、世界的な平均気温上昇を「２℃よりかなり
低く抑える」とともに、「1.5℃に抑える」努力を追及する。

○各国は、温室効果ガス削減目標の作成・報告・保持を義務とする。
○各国は、削減目標を５年ごとに提出・更新することを義務とする。

　日本は、2013 年を基準として、温室効果ガスを 26％削減すること
を掲げ、「パリ協定」に合意しています。今後、目標を達成するために、
さまざまな地球温暖化防止の施策が実施されると考えられますが、私
たち一人ひとりが、温室効果ガス削減への意識を持つことも必要です。
　市でも、地域の実情にあった施策を実施していきますので、“ オー
ル亀山市 ” で課題に取り組んでいきましょう。

問合先　環境産業部環境保全室（☎82－8081）

（出典）全国地球温暖化防止活動推進センター
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